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　国民年金の第１号被保険者（保険料納付免除者を除く）で、年間60日以上農業に従事している20歳以

上60歳未満の方は誰でも加入できます。

【積立方式の年金】

　自分が将来の年金給付までに原資を自ら積み立てる安定した年金制度で、運用利回りの状況などで

保険料が引き上げられることもありません。

【保険料の額は自由に決められます】

　保険料は加入者自らが月額２万円～６万７千円までの間で、千円単位で自由に選択することがで

き、経営の状況や老後設計に応じて、いつでも見直すことができます。

【税制面で大きな優遇措置があります】

　支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税が節税になります。

　将来受け取る農業者年金には、公的年金等控除が適用されます。

【問い合わせ先】農業委員会事務局　☎0137－62－2203

農業者年金に加入しませんか？
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